
愛媛県立今治西高等学校伯方分校存続支援対策協議会入学時支度金補助要領 

 
令和４年１月 18 日 

１ 目的 
  愛媛県立今治西高等学校伯方分校（以下、「伯方分校」という。）の将来的な発展を図る

ため、母校の生徒数を積極的に確保し、学校教育の振興を図るため財政的支援を行う。 

 
２ 補助金の運用 
  補助金は、生徒数を確保し、就学を容易にするために入学、通学、研修及び学校活動・ 
生徒募集にかかる母校の取り組みに対しての補助として運用する。 

 
３ 対象者 
  伯方、大島及び大三島の各中学校を卒業して伯方分校に入学する生徒とする。 

 
４ 経費の算定 

入学後の諸準備等に必要な費用として、当該年度の５月１日現在の生徒一人に対し

100,000 円を支給する。当該支給の申請者は、新入生の保護者とする。ただし、途中入学に

よる入学生及び転入による入学生は支給対象としない。 

  
５ 支給の手続き 
（1） 申請及び請求 

所定の申請書に、必要事項を記入して伯方分校へ申請し、学校長を通じて対策協議会

長に申請及び請求をする。 
（2） 確認と決定 

対策協議会長は、申請及び請求があった場合には確認の上決定し、速やかに支給する。 
（3） 支給方法 

支度金の支給は、保護者が校納金等を納付する預金口座（以下、「指定口座」という。）

へ振り込むものとする。但し、指定口座が伊予銀行又は愛媛銀行以外の金融機関のと

きは振込手数料を除いた金額を支給するものとする。 

 
６ 事務局の設置 
  補助金支給にかかる事務局は、伯方分校に置く。 

 
附 則 
 この要領は、令和３年８月 31 日から施行する。 
 この要領は、令和４年１月 18 日から改訂施行する。 

 
 
 
 
 
 



令和   年  月  日 

  

 

 

愛 媛 県 立 今 治 西 高 等 学 校 

伯方分校存続支援対策協議会長 様 

 

 

 

                    住  所 

 

                    生徒氏名 

 

保護者名               印 

 

 

入学時支度金交付申請・請求書 

 

 令和（  ）年度入学時支度金の交付を、入学時支度金補助対象生徒名簿を添付して申請・請求します。 

ただし、支度金は保護者口座に振り込みください。 

 

記 

 

１ 補助金申請額     １００,０００円 

 

２ 入学時支度金補助対象生徒名簿 

 

学校名 学年 生徒氏名 

愛媛県立今治西高等学校伯方分校 1 年 

 

 

３ 振込口座 

（        ）銀行（        ）支店 

 科   目（ 普通 ）口座番号（            ） 

 フ リ ガ ナ 

 口座人名義（                      ） 
 
＊確認のため、通帳の写しを裏面に添付してください。 

＊金融機関は、原則、伊予銀行または愛媛銀行としてください。他の金融機関への振込も可能ですが、振

込手数料を差し引いた金額を入金しますので、予めご承知おきください。 


